
1.　行政情報の収集について

2.　その他

1.　行政情報の収集について

・　定額給付金の開始時期に関する問い合わせが多い。
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付議事項

内　　容

総務課 ・　問合せが3月1日から約250件あった。

・　情報発信に努めていく。

・　石油関連企業の定修は9月7日～10月2日、期間中は1日約3000人
が入る。三密対策を徹底する。その他の定修情報は入っていない。

・　マスクの備蓄は35000枚その内30000枚は災害時避難場所用

税務課 ・　税の徴収の猶予制度の特例として、収入が大幅に減少した場合、
無担保かつ延滞金なしで１年間徴収猶予ができる特例がある。

・　収入が大幅に減少したとは前年同期と比べておおむね２０％以上

・　固定資産税等の軽減措置は厳しい経営環境にある中小事業者等
に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産及び事業用家屋
に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロと
する。

健康増進課 ・　ＰＣＲ検査及び発生状況は、４月２９日現在、県内でのＰＣＲ検査人
数は１，２８５人、うち陽性と判定された方は３２人

・　県内でＰＣＲ検査を実施している機関は山口県環境保健センター

・　発熱外来については、医師会市民病院とともに、何らかそういう対
策ができないかということで協議を行っている。

・　発熱外来の設置にはスタッフの確保が今一番の課題

・　妊婦の紙マスクの配布は、本日発送予定。現在妊娠届を出されて
いる方に対しては、１人当たり１０枚を郵送で配布予定。また、今後、
妊娠届を出される方に対しては、面接の際に、１０枚お渡しをする予
定

高齢福祉課 ・　介護保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、収入が減少し、納付が困難になった場合には、市の介護保険条
例に基づいて、保険料の徴収猶予、あるいは保険料の減免を行う。
減免制度の周知は、４月１５日号広報に掲載をして、市ホームページ
にも掲載



家庭や子供たちの状況把握に努めることを求める。

2.　その他

※　民間の影響調査先として理美容組合、サンパークテナント会を加える。

※　連休中に委員会の開催をする（市民館にて5月4日、5日に開催）

※　議員報酬削減を提案したい（基金）

次回委員会開催日　５月４日、５月５日　　　市民館一階会議室　１０時より

障害福祉課 ・　視覚障害のある方等への情報発信につきましては、今までも必要
な情報提供するため、点訳、音訳による広報で情報発信をしている。

・　障害者手帳所持者の方へのマスクの配布１万枚は、１人１０枚を
昨日、今日と、紙マスクを配布をしている。

・　収入が著しく減少したと認められる場合は、今後、国から示される
基準により保険料の減免を行う。

要望事項 市民病院は市民の健康を守る最後の砦、発熱外来の設置を求める。

子育て支援課 ・　５月１日から５月２４日まで、保育所、児童クラブとも原則として休
所。ただし、真に保育が必要な家庭の園児、児童については保育す
る。

国保年金課 ・　保険料の全部又は一部を一時に納付することができない場合は、
保険料の徴収猶予を行う。


